
商業者等による地域貢献活動の推進に関し、
関係者の責務・役割等を明らかにし
市の施策の基本となる事項を定め
大型店（※）を設置する者による地域貢献
活動を推進するための措置を行うこと
により、地域商業の活性化や安心・安全で快適
なまちづくりを推進し、市民生活の向上や地域
社会の持続可能な発展に寄与することを目的と
しています。

政令市では初めてとなる商業者等の地域貢献に関
する条例です。

7月1日の施行内容は、大型店
の手続等に関する規定です。

（※）大型店とは、大規模小売
店舗立地法の適用を受ける店舗
面積1,000㎡超の大規模小売店
舗をいいます。

小売業やサービス業を営む者やその店舗の所有者、
商店街などを対象として、地域社会での共生のもと、
互いに協力することで、より良い地域社会をめざす
条例です。

大型店は、開店する前に、商店街や学区連絡協議
会などの公共的団体と協議して地域貢献計画書を
作り、開店した後は、この計画書に基づき地域貢献
活動を行います。
大型店が行う地域貢献活動の実施状況については、
本市が公共的団体から定期的に意見を聴き、その
内容を大型店に通知するなど、本市が関わりながら
一層の地域貢献活動の推進をめざす条例です。

名 古 屋 市 （裏面に続きます。）



商業者等による地域貢
献活動について理解を
深めるとともに、商業者
等による地域貢献活動
に協力するよう努めてくだ
さい。

地域社会の一員として、
活気と魅力のある商業
地づくりに努めるとともに、
創意工夫を生かして、
地域貢献活動を行うよう
努めなければなりません。

大型店は、周辺地域の
生活環境に及ぼす影響
が大きいことを考慮して、
地域と連携して積極的
に地域貢献活動を行う
よう努めなければなりませ
ん。

商業者等に対して地域
貢献活動を推進するた
めに必要な助言や情報
の提供を行います。

商業者等が行う地域貢
献活動に関する市民の
皆様の理解を深めるよう
努めます。

商業者等による地域貢
献活動が推進されるよう
に広報や啓発を行います。

「地域の清掃活動への参加」「地域のイベントへの参加・協力」
「地域との災害協定の締結」「従業員の地域からの優先的な雇用」
「子育て家庭の交流や相談の場の提供」など、まちづくりの推進や
良好な地域社会の維持・形成に役立つさまざまな活動があります。
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